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篠
山
市

水
井

康
宏

は
じ
め
に

兵
庫
県
篠
山
市
は
、
兵
庫
県
中
央
部
の
東
端
に
位
置
し
ま
す
。
ま
た
、

（１
）

丹
波
高
地
の
中
央
に
あ
り
、
標
高
約
二
〇
〇
ｍ
、
東
西
約
一
六
㎞
、
南
北

約
四
㎞
の
盆
地
（
篠
山
盆
地
）
で
す
。
盆
地
の
中
央
部
を
向
斜
軸
が
走
り
、

こ
の
向
斜
軸
を
東
か
ら
西
へ
篠
山
川
が
流

れ
て
い
ま
す
。
中
心
部
は
か
つ
て
古
多
紀

湖
と
よ
ば
れ
る
湖
の
底
で
し
た
。
デ
カ
ン

シ
ョ
節
で
「
丹
波
篠
山
山
奥
な
れ
ど
、
霧

の
降
る
と
き
ゃ
海
の
底
」
と
歌
わ
れ
る
よ

う
に
、
晴
天
で
晩
秋
の
寒
い
日
に
は
、
暁
霧
で
盆
地
が
覆
わ
れ
ま
す
。

こ
の
霧
を
か
き
消
す
か
の
よ
う
に
、
五
世
紀
に
突
如
出
現
す
る
の
が
雲

部
車
塚
古
墳
（
以
下
車
塚
）
で
す
。
篠
山
市
東
本
荘
に
所
在
す
る
馬
蹄
形

の
周
濠
・
周
庭
帯
を
も
つ
前
方
後
円
墳
で
、
主
軸
を
東
西
に
と
り
、
前
方
部

を
東
に
向
け
て
い
ま
す
（
図
１
）
。
「南
北
に
の
び
る
独
立
丘
陵
か
ら
派
生

（２
）

す
る
枝
尾
根
を
切
断
し
て
墳
形
を
整
え
る
丘
尾
切
断
形
式
の
築
造
方
法

を
と
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
北
と
南
に
そ
れ
ぞ
れ
一
基
の

（３
）

陪
塚
が
あ
り
、
車
塚
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
す
。

現
在
は
陪
塚
二
基
と
あ
わ
せ
て
陵
墓
参
考
地
と
な
っ
て
お
り
、
立
ち
入

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
、
地
元
民
に
よ
っ
て

試
掘
調
査
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
記
録
が
、
『
車
塚
一
蒔
』
や
「
四

（４
）

道
将
軍
丹
波
道
主
命
の
御
陵
墓
顛
末
記
」
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
に
よ
っ
て
車
塚
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

資
料
の
制
約
と
い
う
中
、
車
塚
の
築
造
企
画
や
個
々
の
遺
物
を
と
り
あ

雲
部
車
塚
古
墳
概
説
（
一
）

げ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
小
文
は
そ
れ
ら
の
研
究
を
ま
と
め
、

盆
地
内
唯
一
の
大
型
前
方
後
円
墳
で
あ
る
雲
部
車
塚
古
墳
を
ご
紹
介
す

る
も
の
で
す
。

試
掘
に
至
る
経
緯
と
経
過

１

試
掘
ま
で

車
塚
は
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
地
租
改
正
に
よ
り
東
本
荘
村
の
所

有
地
と
な
り
ま
す
が
（
年
表
参
照
）
、
前
年
の
洪
水
に
よ
る
村
の
修
復
費
を

捻
出
す
る
た
め
、
同
年
、
村
民
一
四
名
に
売
却
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
車
塚
は
竿
除
地
（よ
け
ち
、
じ
ょ
ち
、
免
租
地
）
で
あ
っ
た
も
の
が
課
税

さ
お
の
ぞ
き

ち

対
象
と
な
っ
た
た
め
、
村
民
一
四
名
は
二
度
に
わ
た
っ
て
兵
庫
県
庁
に
開
墾

願
い
を
提
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
、
決
し

て
崩
さ
な
い
旨
の
誓
約
書
を
県
庁
に
提
出
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

池
田
正
男
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
兵
庫
県
庁
が
認
可
し
な
い
背

（
５
）

図１ １雲部車塚古墳 ２雲部車塚北倍塚
３雲部車塚南倍塚 ４車塚 の坪遺跡
５飯塚古墳 ６北条古墳
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景
の
一
つ
に
は
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
布
達
さ
れ
た
「
太
政
官
達
第

た
っ
し

五
九
号
」
が
、
ま
た
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
布
達
さ
れ
た
「
宮
内
省

（６
）

達
乙
第
三
号
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
両
「
達
」
を
合
わ
せ
た
そ
の
内
容

（７
）

は
、
「
私
有
地
で
あ
っ
て
も
、
古
墳
は
み
だ
り
に
発
掘
し
て
は
な
ら
な
い
。
風

雲 部 車 塚 古 墳 関 係 年 表

1652～1654 承 応 年 間 篠 山 藩 主 松 平 若 狭 守、地 押 の 際 北 側 の濠 を残 し、
じ お し

濠 の三 方 を埋 め耕 地 とする
1875 明 治 ８ 地 租 改 正 により村 有 地 となる

村 民 １４名 に売 却 、村 民 １４名 の 共 有 地 となる
1886/12/29 明 治 １９ 二 度 めの 開 墾 願 い を兵 庫 県 庁に提 出
1896/05/14 明 治 ２９ 八 木 奘 三 郎 実 地 検 分

/19 車 塚 試 掘
/26 陪 塚 調 査
/30 姫 塚 試 掘 願 書 提 出 （不 許 可 ）

/07/29 木 戸 村 長 、五 色 塚 古 墳、壇 城 山 古 墳 を視 察
/08/09 木 戸 村 長 、中 国 人 類 学 会 に入 会 、第 ４回 例 会 で報 告

1897/06/19 明 治 ３０ 出 土 遺 物 調 査 報 告
/08/14 車 塚 は保 存 す べ く宮 内 省 の 指 示 あり

1898/05/11 明 治 ３１ 木 戸 村 長 上 京 、諸 陵 寮 頭 戸 田 氏 共 に 面 会
1899/07/06 明 治 ３２ 陵 墓 参 考 地 として宮 内 省 に 買 い 上 げられる
1900/03/30 明 治 ３３ 陵 墓 参 考 地 となる
1901 明 治 ３４ 出 土 品 を京 都 帝 大 へ 移 し保 管
1903 明 治 ３６ 田 を濠 に 戻 す 工 事 に 着 手
1935/05/15 昭 和 １０ 宮 内 大 臣 へ 「陵 墓 指 定 申 請 書 」提 出 （多紀史蹟研究会）
1967 昭 和 ４２ 濠 を改 修 （宮 内 庁）
1978～1979 昭 和 53,54 松 くい 虫 により老 松 枯 死 全 滅
1984 昭 和 ５９ 周 庭 帯 の発 掘 調 査 （篠 山 町 教 育 委 員 会 ）

雨
に
よ
っ
て
石
槨
や
土
器
等
が
露
出
し
た
場
合
や
開
墾
中
に
古
墳
を
掘
り

当
て
た
場
合
は
、
詳
細
な
絵
図
面
を
作
成
し
て
政
府
に
届
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」
と
い
う
も
の
で
す
。

加
え
て
、
外
池
昇
氏
に
よ
る
と
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
の
「
宮
内

（８
）

省
達
乙
一
号
」
は
、
そ
の
主
旨
が
東
京
日
々
新
聞
の
「
雑
報
欄
」
に
掲
載
さ

（９
）

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
行
政
の
み
な
ら
ず
、
広
く
一
般
に
行
き
渡
り
、
研
究

者
の
議
論
を
も
呼
ん
で
い
ま
す
。

た
だ
、
『
多
紀
郡
誌
』
に
よ
る
と
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
村
民
が

開
墾
願
を
出
し
た
際
、
地
元
の
豪
農
波
部
本
次
郎
氏
が
匿
名
で
東
京
日
々

新
聞
紙
上
に
、
開
墾
に
よ
っ
て
車
塚
が
崩
さ
れ
る
こ
と
を
惜
し
む
と
い
う
内

容
を
投
稿
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
を
見
た
県
官
が
出
張
し
て
き

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
二
度
め
の
開
墾
を
不
許
可
と
し
た
直
接
の
原
因
の
よ
う

で
す
。

２

奈
良
地
域
の
よ
う
す

巨
大
古
墳
が
集
中
し
て
い
る
奈
良
地
域
で
は
、
先
の
通
達
に
よ
る
影
響

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
県
で
は
「
太
政
官
達
第
五
九
号
」
よ
り
先
に
、
一
八
七
三
（
明
治

六
）
年
、
「
陵
墓
・
古
墳
の
発
掘
を
禁
止
」
と
い
う
県
令
を
発
し
て
い
ま
す
。

（
１
０
）

こ
れ
ら
の
通
達
は
奈
良
地
域
の
人
々
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

例
え
ば
、
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）年
、
広
瀬
郡
大
塚
村
（
現
北
葛
城
郡

広
陵
町
大
塚
）
の
黒
石
山
で
、
所
有
地
に
槲
を
植
林
し
よ
う
と
し
て
、
古

か
し
わ

鏡
を
掘
り
当
て
た
農
民
が
警
察
に
届
け
た
と
こ
ろ
、
警
察
の
執
拗
な
取
り

調
べ
を
受
け
て
い
ま
す
。
警
察
当
局
は
「
通
達
」
通
り
様
々
な
書
類
を
作
成
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し
、
途
中
か
ら
事
件
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
書
類

上
「
古
鏡
」
が
「
神
鏡
」
と
な
り
、
「
朱
を
隠
匿
し
た
」
と
い
う
疑
い
ま
で
か
け

ら
れ
ま
す
。

こ
の
一
件
は
、
茂
木
雅
博
氏
に
よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
茂
木

（１
１
）

氏
は
「
こ
の
取
り
調
べ
は
ま
さ
に
異
常
と
も
い
え
」
「
こ
れ
が
明
治
期
に
お
け

る
陵
墓
探
査
の
実
態
で
あ
り
、
こ
の
地
域
で
は
こ
う
し
た
こ
と
が
じ
つ
に
多

く
あ
っ
た
」と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

幕
末
の
「
文
久
の
修
陵
」（
一
八
六
二
～
一
八
六
五
）
は
、
天
皇
陵
の
比
定
・

改
築
が
主
な
目
的
で
し
た
。
明
治
に
入
り
、
陵
墓
政
策
が
天
皇
以
外
の
皇

族
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良
県
の
一
件
や
、
燃

料
・
肥
料
等
の
補
給
場
で
あ
っ
た
墳
丘
や
耕
作
地
へ
の
用
水
溜
池
と
し
て
利

用
し
て
い
た
濠
か
ら
の
締
め
出
し
、
と
い
う
問
題
に
民
衆
は
直
面
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
一
方
で
、
「
巡
陵
」
と
い
う
風
潮
が
、
民
衆
の
間

に
高
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
車
塚
を
試
掘
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

３

試
掘

木
戸
村
長
が
先
の
通
達
等
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
五
月
一
九
日
、
木
戸
村
長
以
下

村
民
に
よ
っ
て
車
塚
が
試
掘
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
試
掘
の
直
接
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
東
京
大
学
理
科
大
学
（
現
東
大
理
学
部
）
に
勤
務

し
て
い
た
八
木
奘
三
郎
氏
の
帰
郷
で
し
た
。
八
木
氏
は
、
同
月
一
四
日
に
車

塚
を
視
察
し
、
「
墓
形
ヲ
案
ジ
テ
二
千
年
前
ノ
墓
制
ニ
テ
御
陵
カ
否
ラ
サ
レ

バ
皇
族
方
ノ
墳
墓
ナ
ラ
ン
」
と
、
木
戸
村
長
に
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
棺

の
あ
る
場
所
を
指
示
し
、
発
掘
は
「
熟
練
ノ
工
手
」
で
な
い
と
無
理
で
、
そ
れ

に
は
相
当
の
費
用
が
か
か
る
が
、
負
担
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
い
、
車
塚
の

こ
と
は
雑
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
を
述
べ
て
当
地
を
去
っ
て
い
ま
す
。

木
戸
村
長
は
惣
代
木
戸
正
寿
郎
氏
と
協
議
し
、
「
八
木
ノ
説
ノ
如
ク
ナ

レ
バ
従
来
土
人
ガ
塚
ヲ
農
事
ニ
使
用
ナ
ス
等
ノ
慣
行
ニ
徴
シ
捨
テ
措
キ
難
キ

次
第
」
と
し
て
、
試
掘
に
踏
み
切
り
ま
す
。
こ
の
時
既
に
木
戸
村
長
に
は
、

・
・

二
十
年
近
く
課
税
地
を
放
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
村
民
の
苦
情
に
対
す
る
解

決
策
と
し
て
、
政
府
に
買
い
上
げ
さ
せ
る
と
い
う
目
算
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
試
掘
後
の
木
戸
村
長
の
迅
速
な
動
き
を
追
っ
て

い
け
ば
理
解
で
き
そ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
木
戸
村
長
の
苦
渋
の
選

択
に
は
か
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

一
九
日
は
ち
ょ
う
ど
村
の
道
造
り

の
日
で
、
村
民
八
〇
余
名
が
集
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
午
前
十
一
時
に
後
円

部
頂
上
北
側
か
ら
掘
り
始
め
、
午
後

二
時
過
ぎ
に
頂
上
よ
り
少
し
南
側
、

約
一
ｍ
下
か
ら
石
室
の
蓋
石
を
掘
り

当
て
ま
す
（
図
２
）
。
蓋
石
を
少
し
開

け
、
隙
間
か
ら
最
初
に
石
室
内
に
入

っ
た
青
年
が
戻
っ
て
く
る
と
、
朱
で
「
身
体
一
面
に
真
紅
に
染
ま
っ
て
真
赤
で

恰
も
不
動
明
王
と
い
う
有
様
」
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
「
四
道

あ
た
か

将
軍
丹
波
道
主
命
の
御
陵
墓
顛
末
記
」
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
騒
ぎ
に
駐
在
巡
査
、
巡
回
中
の
篠
山
警
察
署
長
が
か
け
つ
け
、
元

通
り
に
戻
す
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
結
局
、
石
棺
は
開
け
ら
て
い
ま
せ
ん
。

著
名
な
三
角
板
鋲
留
衝
角
付
冑
等
の
遺
物
が
取
り
出
さ
れ
る
の
は
、
こ

図２ 石 室の 蓋石 「車塚考証案 」
附図 『西山北古墳調査報告書』図
版第二〇 より
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れ
か
ら
一
年
後
に
な
り
ま
す
。

４

試
掘
後

試
掘
後
木
戸
村
長
は
、
考
古
学
に
関
す
る
見
識
を
深
め
つ
つ
、
「
上
申

書
」
「
具
申
書
」
等
を
兵
庫
県
知
事
や
宮
内
大
臣
宛
に
送
り
、
車
塚
の
重
要

性
を
訴
え
ま
す
。
し
か
し
、
車
塚
は
丹
波
道
主
命
の
陵
墓
で
あ
る
と
い
う

気
運
が
地
元
で
高
ま
る
中
、
一
向
に
政
府
側
の
動
き
が
な
い
の
で
、
単
身
上

京
し
、
諸
陵
寮
頭
戸
田
氏
共
氏
に
直
接
訴
え
ま
す
。
そ
し
て
、
地
価
並
み

で
買
い
取
る
と
い
う
約
束
を
と
り
つ
け
ま
す
。

帰
郷
後
村
会
議
を
開
き
、
一
端
地
価
並
み
で
売
り
渡
す
こ
と
を
決
議
し

ま
す
が
、
あ
る
役
人
の
入
れ
知
恵
に
よ
っ
て
、
地
価
の
倍
額
で
な
い
と
売
り

渡
さ
な
い
と
村
民
が
言
い
出
し
ま
す
。

折
し
も
貴
族
院
で
は
、
木
下
廣
次
京
大
総
長
が
「
諸
国
に
存
在
す
る
歴

史
に
由
緒
あ
る
地
、
又
は
古
墳
と
云
う
よ
う
な
土
地
は
、
悉
く
官
有
地
と

こ
と
ご
と

し
て
買
い
上
げ
な
い
と
き
は
、
折
角
の
大
切
な
地
が
破
壊
さ
れ
て
消
滅
す

る
憂
い
が
あ
る
」
と
建
議
し
、
可
決
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
新
聞
で
知
っ

た
木
戸
村
長
は
、
さ
っ
そ
く
木
下
総
長
に
会
い
に
京
都
に
向
か
い
ま
す
。
事

情
を
聞
い
た
木
下
総
長
は
、
宮
内
省
と
の
交
渉
を
引
き
受
け
ま
す
。
そ
し

て
車
塚
は
、
地
価
の
倍
額
六
百
三
十
四
円
六
銭
で
宮
内
省
に
買
い
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
、
後
に
車
塚
か
ら
の

出
土
品
が
京
都
大
学
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
三
月
三
〇
日
、
車
塚
は
陵
墓
参
考
地
と
な

り
、
年
給
五
円
で
監
守
人
を
置
き
、
厳
重
に
柵
を
造
り
、
立
ち
入
り
を
禁

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
、
多
紀
史
蹟
研
究
会
や
多
紀
郡
の
町
村
長

会
は
、
陵
墓
比
定
に
関
す
る
「
請
願
書
」
を
宮
内
大
臣
に
提
出
し
ま
す
。
そ

れ
は
、
車
塚
が
丹
波
道
主
命
の
陵
墓
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
も
の
で
す

が
、
陵
墓
比
定
の
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

雲
部
車
塚
古
墳
は
陵
墓
参
考
地
と
な
り
、
研
究
と
い
う
道
は
霧
で
覆
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
木
戸
村
長
は
じ
め
村
民
の
努
力
に
よ
り
、
今
な
お

雄
大
な
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

参
考
文
献

私
立
多
紀
郡
教
育
会
編
纂
『
多
紀
郡
誌
』
一
九
一
八
年

奥
田
楽
々
斎
『
多
紀
郷
土
史
考
』
一
九
五
八
年

注（
１
）
一
九
九
九
年
四
月
、
多
紀
郡
は
四
町
（
丹
南
町
・
西
紀
町
・
今
田
町
・
篠
山
町
）
が

合
併
し
、
篠
山
市
と
な
り
ま
し
た
。

（
２
）
『篠
山
町
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
』
一
九
八
九
年
（一
部
改
）

（
３
）
池
田
正
男
「
雲
部
車
塚
」
『
兵
庫
県
大
百
科
事
典
上
巻
』
神
戸
新
聞
出
版
セ
ン
タ

ー

一
九
八
三
年

（
４
）
『
車
塚
一
蒔
』
は
個
人
所
蔵
の
古
文
献
の
た
め
、
中
山
正
二
編
『
雲
部
御
陵
墓
参

い
ち
ま
き

考
地
ー
車
塚
研
究
資
料
集
ー
』
（
一
九
七
〇
年
）
及
び
、
『西
山
北
古
墳
調
査
報
告
書
』

付
載
「
車
塚
一
蒔
」
（
一
九
七
二
年
）
に
よ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
高
家
正
一
著
「
四
道
将
軍

丹
波
道
主
命
の
御
陵
墓
顛
末
記
」
（
一
九
〇
八
年
）
も
両
文
献
に
よ
り
ま
す
。
尚
、
『
雲

部
車
塚
古
墳
ー
道
路
改
良
工
事
に
伴
う
周
庭
帯
の
発
掘
調
査
報
告
書
ー
』
（
一
九
八

四
年
）に
『西
山
北
古
墳
調
査
報
告
書
』
付
載
の
「
車
塚
一
蒔
」
が
再
掲
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
５
）
池
田
正
男
「木
戸
勇
助
と
雲
部
車
塚
」『兵
庫
県
の
歴
史
』第
三
一
号

一
九
九
五
年

小
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
池
田
氏
の
論
文
に
拠
る
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
た
だ
、
こ
の
論
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文
中
の
四
二
頁
に
「
図
２
竪
穴
式
石
室
と
長
持
形
石
棺
（
「
車
塚
一
蒔
」
所
収
）
」
と
あ

り
ま
す
が
、
石
棺
西
側
小
口
板
の
方
形
突
起
が
二
つ
の
は
ず
が
一
つ
欠
落
し
て
い
こ
と

や
石
棺
等
の
形
か
ら
み
て
、
当
時
の
実
見
者
が
書
い
た
も
の
を
安
藤
靖
之
助
氏
が
書
き

写
し
、
さ
ら
に
中
山
正
二
氏
が
書
き
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ご
教
示
い
た
だ

い
た
中
野
卓
郎
先
生
に
感
謝
し
ま
す
。
左
の
下
図
は
、
他
の
文
献
に
も
「
『
車
塚
一
蒔
』

附
図
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。
小
口
板
の
方
形
突
起
が

二
個
と
一
個
の
場
合
、
二
個
の
方
を
頭
部
す
る
研
究
が
あ
り
（
例
え
ば
、
岸
本
一
宏
氏

「
竜
山
石
製
長
持
形
石
棺
の
特
徴
と
埋
葬
方
向
」
『網
干
善
教
先
生
古
希
記
念
考
古
学

論
集
上
巻
』
一
九
九
八
年
）
、
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
書
き
添
え
ま
し
た
。

（
６
）
「
太
政
官
達
第
五
九
号
」
（明
治
七
年
五
月
二
日
布
達
）

御
陵
墓
調
査
上
発
見
ノ
古
墳
届
出
方
（府
県
）

上
世
以
来
御
陵
墓
ノ
所
在
未
定
ノ
分
即
今
取
調
中
ニ
付
各
管
内
荒
蕪
地
開
墾
ノ
節

口
碑
流
伝
ノ
場
所
ハ
勿
論
其
他
古
墳
ト
相
見
ヘ
候
地
ハ
猥
ニ
発
掘
為
致
間
敷
候
若
差

向
墾
闢
ノ
地
ニ
有
之
分
ハ
絵
図
面
相
副
教
部
省
ヘ
可
伺
出
此
旨
相
達
候
事

（
７
）
「宮
内
省
達
乙
第
三
号
」
（
明
治
一
三
年
一
一
月
一
五
日
布
達
）

御
陵
墓
所
在
未
定
ノ
分
取
調
ニ
付
人
民
私
有
地
内
古
墳
等
発
見
ノ
節
届
出
方
（
府

県
、
沖
縄
県
ヲ
除
ク
）

『車塚一蒔』附図石棺西側（実写 ）
（『西山北古墳調査報告書』図版
第一八より)

多紀郡役所書記安藤靖之助氏 が
書き写した石棺西側の 図の 写し
（中山正二編 『車塚研究資料集』
(1970)より）

上
世
以
来
御
陵
墓
ノ
所
在
未
定
ノ
分
即
今
取
調
中
ニ
付
云
云
ノ
件
去
ル
七
年
五
月

第
五
十
九
号
ヲ
以
テ
公
達
ノ
趣
有
之
就
テ
ハ
古
墳
ト
相
見
候
地
ハ
人
民
私
有
地
タ
リ

モ
猥
リ
ニ
発
掘
不
致
筈
ニ
候
ヘ
ド
モ
自
然
風
雨
等
ノ
為
メ
石
槨
土
器
等
露
出
シ
又
ハ
開

墾
中
不
図
古
墳
ニ
堀
当
リ
候
様
ノ
次
第
有
之
候
ハ
ゝ
口
碑
流
伝
ノ
有
無
ニ
不
拘
凡
テ

詳
細
ナ
ル
絵
図
面
ヲ
製
シ
其
地
名
並
近
傍
ノ
字
等
ヲ
モ
取
調
当
省
ヘ
可
申
出
此
旨
相

達
候
事

（
８
）
外
池
昇
「
明
治
期
に
お
け
る
陵
墓
決
定
の
経
緯
ー
皇
子
・
皇
孫
等
の
場
合
ー
」
『成

城
文
芸
』
第
一
一
〇
号

一
九
八
五
年
、
「
貞
元
親
王
を
め
ぐ
る
伝
承
に
つ
い
て
」『
地
方

史
研
究
』
第
三
五
巻
第
三
号

一
九
八
五
年

（
『
幕
末
・
明
治
期
の
陵
墓
』
所
収

一
九

九
七
年

吉
川
弘
文
館
）

（
９
）
宮
内
省
達
乙
第
一
号
（明
治
一
四
年
一
月
一
九
日
布
達
）

（
府
県
、
沖
縄
県
ヲ
除
ク
）

古
来
諸
王
ニ
テ
奉
祀
ノ
子
孫
無
之
方
々
（
賜
姓
又
ハ
親
王
宣
下
ノ
有
無
ニ
拘
ラ
ス
）
墳

墓
ハ
、
自
今
惣
テ
皇
子
御
墓
ニ
準
シ
取
扱
候
条
、
各
管
内
ニ
於
テ
該
墳
墓
現
存
ノ
向
ハ

地
方
伝
説
等
詳
細
取
調
絵
図
面
相
添
可
申
出
旨
相
達
候
事

（

）
第
百
四
十
二
号

10諸
陵
墓
并
古
墳
等
掘
発
き
候
義
不
相
成
は
勿
論
に
候
得
共
近
々
陵
墓
取
調
と
し
て

教
部
省
官
員
出
張
巡
視
有
之
筈
に
付
猶
又
右
等
心
得
違
之
者
無
之
様
可
相
心
得

候
事

右
之
趣
管
内
無
洩
相
違
も
の
成

明
治
六
年
三
月

奈
良
県
参
事
津
枝
正
信

（
幡
鎌
一
弘
編
「[

史
料]

宗
教
・
開
化
政
策
に
関
す
る
奈
良
県
法
令
（
明
治
五
年
～
九

年
）」『お
や
さ
と
研
究
所
年
報
』
第
二
号

一
九
九
五
年
よ
り
）

（

）
茂
木
雅
博
『天
皇
陵
の
研
究
』
一
九
九
〇
年

同
成
社
、
『
天
皇
陵
と
は
な
に
か
』

11
一
九
九
七
年

同
成
社


